
�金沢市告示第222号
金沢市自転車等駐車場条例 (平成３年条例第１号) 第11条第１項の規定により､ 自転車等を移動し､ 保管したので､

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) 第７条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成20年10月14日

金沢市長 山 出 保

１ 保管自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営本町２丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅前自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第１自転車駐車場

金沢市営額住宅駅前自転車駐車場

金沢市営乙丸駅前自転車駐車場

金沢市営みどり１丁目バス停前自転車駐車場

金沢市営木越団地自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

２ 保管自転車等の台数

自転車 101台

原動機付自転車 １台

３ 自転車等を移動し､ 保管した日

平成20年９月１日から同月30日まで

４ 保管自転車等の返還を申し出る場所
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第２６０２号
平成20年 (2008年) 10月14日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 金金 沢沢 市市 役役 所所
(題字 山出金沢市長)



金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人 金沢まちづくり財団

５ 保管自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成20年10月14日から平成21年１月14日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第223号
金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例 (平成６年条例第45号) 第６条第２項及び第７条第２項の規

定により､ 自転車等を撤去したので､ 同条例第９条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成20年10月14日

金沢市長 山 出 保

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去した自転車等の台数

２ 自転車等を撤去した日

平成20年９月１日から同月30日まで

３ 撤去した自転車等を返還する期間及び場所� 期間

平成20年10月14日から平成21年４月14日まで
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自転車等を撤去した場所 撤去した自転車等の台数

金沢駅前自転車等放置禁止区域
自 転 車 27台

原 動 機 付 自 転 車 ２台

香林坊地区自転車等放置禁止区域
自 転 車 ４台

原 動 機 付 自 転 車 １台

東金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ３台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ８台

片町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 ５台

竪町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 ９台

森本駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 ２台

小立野２丁目地内 自 転 車 ２台

野町２丁目地内 自 転 車 １台

野町４丁目地内 自 転 車 １台

本多町３丁目地内 自 転 車 １台

片町２丁目地内 自 転 車 １台

幸町地内 自 転 車 １台

藤江南２丁目地内 自 転 車 １台

松村５丁目地内 自 転 車 １台

入江３丁目地内 自 転 車 ４台

北塚町東地内 自 転 車 ２台

西念４丁目地内 自 転 車 １台

西金沢３丁目地内 自 転 車 ４台

木ノ新保町地内 自 転 車 １台

長田町地内 自 転 車 １台

南森本町地内 自 転 車 １台

三池町地内 自 転 車 ２台

八田町地内 自 転 車 ３台

吉原町地内 自 転 車 ４台



� 場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫�金沢市告示第224号
平成20年10月21日から同月30日までの間､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第152条第１項の規定により､ 市長

の職務を副市長 須野原 雄が代理します｡

平成20年10月14日

金沢市長 山 出 保�金沢市告示第225号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 次のとおり市道の区域を変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成20年10月14日から同月28日まで一般の縦

覧に供します｡

平成20年10月14日

金沢市長 山 出 保

�金沢市告示第226号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡

なお､ その区間を表示した図面は､ 金沢市都市整備局土木部道路管理課において平成20年10月14日から同月28日ま

で一般の縦覧に供します｡

平成20年10月14日

金沢市長 山 出 保

�金沢市選挙管理委員会告示第65号
平成20年９月１日現在で調製した石川海区漁業調整委員会選挙人名簿に登録した者の氏名､ 住所及び生年月日を記

載した書面の漁業法 (昭和24年法律第267号) 第94条において準用する公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第23条第
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道路の

種 類
路 線 名 区 間

新旧

の別
幅員(ｍ) 延長(ｍ)

一般

市道
武 蔵 町 線 ２号

武 蔵 町 479番 先から 旧 3.3 28

武 蔵 町 475番 １先まで 新 7.0 28

一般

市道

浅 川

田上本町線

20号

３号

田上本町土地区画整理事業地内 94街区 12番 先から 旧 7.6 ～ 12.1 154

田上本町土地区画整理事業地内 96街区 ２番 先まで 新 6.0 ～ 26.0 171

一般

市道

浅 川

田上本町線

20号

42号

田上本町土地区画整理事業地内 89街区 11-２番 先から
旧 8.0 112

田上本町土地区画整理事業地内 94街区 14番 先まで

田上本町土地区画整理事業地内 89街区 11-２番 先から
新 8.0 156

田上本町土地区画整理事業地内 94街区 12番 先まで

路 線 名 区 間 供用開始日

大 徳

無 量 寺 町 線

15号

58号

無量寺第二土地区画整理事業地内

無量寺第二土地区画整理事業地内

20街区

20街区

１番

19番

先から

先まで
平成20年10月20日

浅 川

田 上 本 町 線

20号

３号

田上本町土地区画整理事業地内

田上本町土地区画整理事業地内

94街区

96街区

12番

２番

先から

先まで
〃

浅 川

田 上 本 町 線

20号

42号

田上本町土地区画整理事業地内

田上本町土地区画整理事業地内

89街区

94街区

11-２番

12番

先から

先まで
〃

選挙管理委員会告示



１項の規定による縦覧の場所を次のとおり定めたので､ 漁業法第94条において準用する公職選挙法第23条第２項の規

定により告示します｡

平成20年10月14日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

場 所 金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市選挙管理委員会

備 考 縦覧日時は､ 平成20年10月20日から同年11月３日までの間

毎日午前８時30分から午後５時まで�金沢市監査公表第14号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果に関する報告を次のとお

り決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成20年10月14日

金沢市監査委員 山 形 紘 一

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 宮 保 喜 一

金沢市監査委員 田 中 仁

１ 監査対象及び監査期間

(金額 単位：円)
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監 査 公 表

番号 対象課 対象工事名 契約金額 工事期間 監査期間

１ 水 処 理 課
平成17年度 七ツ屋ポンプ場汚水・

雨水ポンプ設備改築工事
718,627,350

H17.10.19 ～

H20.３.10

H17.12.５ ～

H20.９.26

２ 水 処 理 課
平成17年度 七ツ屋ポンプ場沈砂池

機械設備改築工事
910,077,000

H17.10.20 ～

H20.３.10

H17.12.５ ～

H20.９.26

３ 建 設 課
柳瀬川１号雨水幹線築造工事２工区

(補助)
117,476,100

H18.12.26 ～

H20.３.10

H19.２.６ ～

H20.９.26

４ 企業立地課 かたつ工業団地第二工区造成工事 215,250,000
H19.３.15 ～

H20.３.10

H19.５.７ ～

H20.９.26

５ 水 処 理 課
金沢市城北水質管理センター災害復

旧工事 (浅野ポンプ場沈砂池設備等)
219,975,000

H19.８.29 ～

H20.３.19

H20.１.７ ～

H20.９.26

６ 環境政策課
金沢市東部クリーンセンター基幹的

改良工事 (燃焼設備等改良工事)
2,047,500,000

H17.６.24 ～

H20.３.10

H17.８.５ ～

H20.９.26

７ 環境政策課
金沢市東部クリーンセンター基幹的改良工事

(車両管理データ制御装置改良工事)
52,500,000

H19.２.20 ～

H20.３.10

H19.４.６ ～

H20.９.26

８ 水 処 理 課
平成18年度 西部水質管理センター

中央監視設備改築工事
974,730,750

H18.11.20 ～

H20.３.10

H19.１.９ ～

H20.９.26

９ 道路建設課
疋田上荒屋線 (高柳) 道路築造工事

２工区
52,603,950

H19.９.19 ～

H20.３.19

H19.11.12 ～

H20.９.26

10 道路建設課
疋田上荒屋線 (高柳) 道路築造工事

３工区
48,612,900

H19.９.19 ～

H20.３.19

H19.11.12 ～

H20.９.26

11 内水整備課
都市基盤河川弓取川改修工事に伴う

橋梁架替工事 (下部工)
91,934,850

H19.８.２ ～

H20.３.20

H19.10.９ ～

H20.９.26

12 水 処 理 課
平成19年度 城北水質管理センター

接触タンク耐震補強工事
48,175,050

H19.11.２ ～

H20.５.30

H19.12.７ ～

H20.９.26

13 緑と花の課
姉妹都市公園全州市コーナー韓国製

四阿設置工事
34,650,000

H20.２.20 ～

H20.７.18

H20.４.７ ～

H20.９.26



２ 監査を執行した監査委員

山形紘一､ 中島秀雄､ 宮保喜一､ 田中 仁､ 上田忠信､ 増江 啓､ 中西利雄､ 澤飯英樹

以下､ 監査委員の退任及び就任は次のとおりである｡

・上田忠信､ 増江 啓は平成19年５月１日に退任し､ 代わって同月11日に澤飯英樹､ 中西利雄が就任した｡

・中西利雄は平成19年12月18日に退任し､ 代わって同月19日に宮保喜一が就任した｡

・澤飯英樹は平成20年３月24日に退任し､ 代わって同月25日に田中 仁が就任した｡

３ 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに､ 施工状況を実地監査した｡

４ 監査の結果

工事の設計・施工及び事務手続については､ 適正に執行されていた｡

５ 監査結果に添える意見

施工における安全管理の徹底について

平成17年度七ツ屋ポンプ場沈砂池機械設備改築工事 (監査対象：番号２) で労災事故が発生したことを教訓とし

て､ 今後､ 公共工事における労働安全対策を徹底させるなど事故防止に万全を期されたい｡�金沢市監査公表第15号
地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定により､ 金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので､ 次のとおり公表します｡

平成20年10月14日

金沢市監査委員 山 形 紘 一

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 宮 保 喜 一

金沢市監査委員 田 中 仁

１ 定期監査 (財務事務監査)� 措置通知があった年月日 平成20年９月17日� 措置を講じた部局等 都市整備局定住促進部市営住宅課� 監査結果の公表年月日 平成18年３月31日 (平成18年監査公表第12号)� 監査の結果及び措置の内容
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14 建 設 課 武蔵町地内中圧ガス管改良工事 37,475,550
H20.３.11 ～

H20.７.31

H20.５.９ ～

H20.９.26

監査の結果 (指摘事項等) 措置の内容 (改善等内容)

指摘事項

市営住宅明渡等請求訴訟に関する支払いについて

市営住宅明渡等請求訴訟に関する強制執行手数料及

び訴状等送達費用の支払いについては､ 資金前渡とし､

資金前渡職員が債権者である裁判所に支払わずに訴訟

代理人に支払っているが､ 適正な事務処理に改める必

要がある｡

意見

普通財産の管理に関し､ 道路や公園に利用されてい

る財産については､ 行政財産に移管するとともに､ 将

来計画もなく保有している財産については､ 売却処分

など適正な運用を図ることが望まれる｡

従来の資金前渡職員が訴訟代理人に支払いしていた

ことを改め､ 直接､ 債権者である裁判所に資金前渡職

員が支払うこととした｡

普通財産のうち道路等として利用しているものは公

共用財産に移管したほか､ 売却が可能な財産について

は売却処分を行った｡



金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程 (平成13年公営企業管理規程第３号) 第５条第１項の規定に

より､ 平成20年10月１日に次の者を下水道排水設備工事業者として指定したので､ 同規程第11条の規定により公告し

ます｡

平成20年10月14日

金沢市公営企業管理者 古 田 秀 一
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公 営 企 業 公 告

指定番号 商号又は法人名 所 在 地

528 干場設備 石川郡野々市町稲荷２丁目74番地 クオーレⅠ202号

������������������ �� ��� � � ������������������� �� ��� � � � � ��� ���� ��� ���������������� ��� � �
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